
問
本
市
の
大
部
分
が
市
街

化
調
整
区
域
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
れ
ま
で
工
業
団
地
の

事
例
の
よ
う
に
、
市
の
施
策

と
し
て
ど
の
よ
う
に
有
効
な

土
地
利
用
の
方
向
性
を
考
え

て
い
る
の
か
。

答
都
市
計
画
法
第
34
条
第

10
号
に
基
づ
く
開
発
手
法
で

企
業
誘
致
施
策
を
実
施
し
て

き
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
無
秩

序
な
開
発
を
防
ぎ
、
良
好
な

環
境
を
保
つ
土
地
利
用
が
図

れ
る
。

　
本
市
の
公
共
施
設
の
多
く

が
市
街
化
調
整
区
域
に
立
地

し
て
い
る
た
め
、
都
市
計
画

法
に
よ
る
規
制
を
受
け
、
効

率
的
な
土
地
利
用
の
展
開
が

図
れ
な
い
。
県
の
改
定
に
伴

い
、
本
市
の
実
情
に
即
し
た

独
自
の
市
街
化
調
整
区
域

内
地
区
計
画
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
見
直
し
を
行
っ
た
。
土
地

利
用
の
方
向
性
は
、
こ
の
都

市
計
画
法
第
34
条
第
10
号
に

基
づ
く
地
区
計
画
を
展
開
し
、

工
業
団
地
の
創
出
、
公
共
施

設
の
跡
地
利
用
の
活
性
化
と

い
っ
た
市
街
化
調
整
区
域
に

お
け
る
有
効
な
土
地
利
用
を

図
る
。

問
昨
年
の
都
市
計
画
審
議

会
に
お
い
て
、
市
独
自
の
市

街
化
調
整
区
域
内
地
区
計
画

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
の

議
論
が
あ
っ
た
と
聞
く
が
、

そ
の
具
体
的
な
内
容
と
、
今

後
の
土
地
利
用
に
ど
の
よ
う

な
効
果
が
あ
る
の
か
。

答
具
体
的
に
は
、
工
業
系

に
つ
い
て
、
原
則
５
ヘ
ク
タ
ー

ル
以
上
の
お
お
む
ね
整
形
な

区
域
で
あ
る
要
件
に
、
市
長

が
認
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は

当
該
地
区
面
積
の
下
限
を
緩

和
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を

追
加
す
る
。

　
こ
の
見
直
し
内
容
を
踏
ま

え
、
本
市
の
市
街
化
調
整

区
域
に
お
け
る
土
地
利
用
の

方
向
性
を
示
し
、
新
た
な
事

業
展
開
を
通
じ
た
地
域
振
興
、

地
域
住
民
の
生
活
利
便
性
の

向
上
を
目
指
し
、
柔
軟
か
つ

効
果
的
な
土
地
利
用
を
推
進

し
て
い
く
。

問
市
街
化
調
整
区
域
で
も

商
業
施
設
が
で
き
る
可
能
性

は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

条
件
・
場
所
が
想
定
で
き
る

の
か
。

答
市
街
化
調
整
区
域
は
原

則
商
業
施
設
の
建
設
は
制
限

さ
れ
る
が
、
今
後
は
、
本
市

独
自
の
市
街
化
調
整
区
域
内

地
区
計
画
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

基
づ
き
、
公
共
施
設
跡
地
系

の
地
区
計
画
を
策
定
す
る
こ

と
に
よ
り
、
一定
要
件
の
下
、

商
業
施
設
の
建
設
が
可
能
と

な
る
。

　
市
街
化
調
整
区
域
に
お
け

る
公
共
施
設
の
配
置
状
況
を

把
握
し
た
上
で
、
都
市
計
画

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
へ
公
共
施

設
跡
地
の
土
地
利
用
方
針
を

明
示
す
る
ほ
か
、
建
築
の
用

途
制
限
や
敷
地
面
積
２
千
平

方
メ
ー
ト
ル
以
上
、
延
べ
床

面
積
３
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

下
の
立
地
基
準
な
ど
、
一
定

要
件
を
ク
リ
ア
す
る
必
要
は

あ
る
。

有効な土地利用の
方向性を考えているか

竹村　仁司議員

市街化調整区域の土地利用を図る
産業建設部長

▲市街化調整区域内地区計画ガイドライン

【指針の運用】

① 公共施設跡地系を活用する際の基本的な考え方

公共施設の跡地は、地域住民にとって貴重な財産であるとともに、

コミュニティや活動の場であったことに十分留意し、検討を行う必要

がある。

検討にあたっては、以下のフローが考えられる。

なお、民間活力の導入による利活用は、サウンディング調査等を実

施し、事業実現の可能性を十分検証したうえで、計画立案することが

重要である。

② 公共施設跡地の定義について

「公共施設の跡地」とは、国・県・市・地方公社が所有する財産の

うち、官公庁施設、学校、図書館等の施設の跡地とする。

③ 公共施設跡地系の適用について

公共施設跡地系の適用は、土地の所有者である国・県・市・地方公

社により公共施設の跡地としての利活用の検討がなされているものを

対象とする。

行行政政需需要要にに対対応応ししたた公公的的

利利活活用用のの検検討討
公共施設等総合管理計画等や地域

住民の意向・ニーズを踏まえ公的

利活用の可能性を検討

地地域域住住民民のの意意向向ややニニーーズズをを

踏踏ままええたた地地域域にによよるる利利活活用用のの検検討討
公共施設が担ってきた役割や機能を勘案

し、地域による利活用の可能性を検討

民民間間活活力力のの導導入入にによよるる

利利活活用用のの検検討討
事業内容が市町村・地域住民の抱え

る課題の解決や施策の実現に寄与

する内容であるか、十分留意し検討

公共施設跡地の利活用方針の決定 

必必要要にに応応じじ、、事事業業

手手法法ととししてて民民間間

活活力力導導入入 等等

のの可可能能性性をを検検討討

公的利活用する

公的利活用しない

地域が

利活用する

地域が利活用しない

又は

民間施設の立地希望
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一般質問～市政を問う～


